
無断転載禁止

免税事業者との取引による影響（旅行会社側）

免税事業者から１００名２２０，０００円（税込）で仕⼊れた⼊場券を１５％の⼿数料を加算して、
２５３，０００円で販売した。

【仕⼊時】
仕⼊ ２００，０００ 現⾦預⾦ ２２０，０００
仮払消費税 ２０，０００

【販売時】
現⾦預⾦ ２５３，０００ 売上 ２３０，０００

仮受消費税 ２３，０００

【仕⼊時】
仕⼊ ２０４，０００ 現⾦預⾦ ２２０，０００
仮払消費税 １６，０００

【販売時】
現⾦預⾦ ２５３，０００ 売上 ２３０，０００

仮受消費税 ２３，０００

30,000円
のもうけ

26,000円
のもうけ

インボイス
施⾏前

インボイス
施⾏後
（令和8
年9⽉末
まで）

免税事業者との取引による税負担率のアップは約2％となる
仕⼊販売をする場合は、仕⼊先との条件設定、販売価格に注意する
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